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ヒ
ト
の
身
体
で
は
、
細
胞
同
士
、
臓
器
同
士
が

見
事
に
助
け
合
っ
て
い
る
。
こ
の
助
け
合
い
を
可

能
に
す
る
た
め
に
、
遺
伝
子
に
も
利
他
的
な
働
き

を
す
る
情
報
が
存
在
す
る
と
、
私
は
1
9
9
0
年

代
の
終
わ
り
頃
か
ら
仮
説
と
し
て
提
案
し
て
き

た
。一

方
、
進
化
生
物
学
者
・
長
谷
川
真
理
子
は
、

ヒ
ト
は
本
来
、
助
け
合
う
生
き
物
と
し
て
進
化
し

た
と
考
え
て
い
る
。
ヒ
ト
の
身
体
が
進
化
に
よ
っ

て
適
応
的
に
作
ら
れ
た
よ
う
に
「
こ
こ
ろ
」
も
、

ま
た
進
化
す
る
。こ
の
考
え
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
ゲ
ー
ム
を
行
う

こ
と
で
検
証
さ
れ
た
。

ゲ
ー
ム
が
1
回
で
終
わ
る
場
合
、
協
力
行
動
は

な
か
な
か
生
ま
れ
な
い
が
、
同
じ
個
体
が
繰
り
返

し
ゲ
ー
ム
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
状
況
は
変
わ
っ
て

く
る
。

自
分
の
利
益
の
み
を
追
求
し
、
他
者
を
裏
切
っ

て
食
い
物
に
し
て
い
く
者
は
、
最
初
は
繁
栄
す
る

が
、
そ
の
者
同
士
で
だ
ま
し
合
っ
て
自
滅
す
る
。

一
方
、
も
ら
っ
て
、
お
返
し
を
し
て
と
い
う
集

団
は
、
繰
り
返
し
ゲ
ー
ム
を
行
う
こ
と
で
双
方
の

利
益
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
、ど
ん
ど
ん
繁
栄
す
る
。

つ
ま
り
、長
期
的
な
つ
き
合
い
が
続
く
中
で
は
、

協
力
行
動
が
進
化
し
得
る
こ
と
が
、
モ
デ
ル
を
用

い
た
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
た
。

そ
し
て
、
ヒ
ト
ほ
ど
他
者
に
協
調
し
、
協
力
し

た
り
援
助
し
た
り
す
る
動
物
は
、他
に
は
い
な
い
。

で
は
、
ヒ
ト
に
高
次
な
利
他
行
動
が
進
化
し
た

の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ヒ
ト
の
「
こ

こ
ろ
」の
存
在
だ
と
長
谷
川
真
理
子
は
主
張
す
る
。

ヒ
ト
は
進
化
の
過
程
に
お
い
て
、
互
い
の
状
況

や
感
情
を
、
繊
細
、
的
確
に
推
測
す
る
能
力
を
獲

得
し
、
言
語
に
よ
り
意
図
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

ヒ
ト
に
著
し
く
発
達
し
た
脳
の
働
き
は
、
長
い

集
団
生
活
の
中
で
非
常
に
強
い
社
会
性
を
生
み
、

ヒ
ト
に
独
特
な
文
化
を
つ
く
り
出
し
た
。

困
っ
て
い
る
人
に
「
思
わ
ず
」
手
を
差
し
伸
べ

る
。
そ
ん
な
無
意
識
に
な
さ
れ
る
利
他
行
動
は
、

他
者
へ
の
共
感
や
配
慮
（
思
い
や
り
）、
協
調
、

助
け
合
い
が
、
ヒ
ト
の
本
能
と
し
て
進
化
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
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政 策

1
．
は
じ
め
に

　
「
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
が
衆
議
院
で

の
修
正
を
経
て
平
成
24
年
3
月
30
日
に
成

立
、
翌
日
公
布
さ
れ
た
。

　

今
回
、
改
正
法
制
定
に
至
る
経
緯
、
改
正

法
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
制
度
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
中
、
意
見
に
わ
た
る
記
述
は
、

筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し

て
お
く
。

2
．
本
法
律
制
定
に
至
る
経
緯

⑴ 
平
成
23
年
度
子
ど
も
手
当
特
別
措
置
法
成

立
ま
で

　

子
育
て
に
係
る
経
済
的
支
援
施
策
に
つ
い

て
は
、
昭
和
47
年
に
児
童
手
当
法
が
施
行
さ

れ
、
そ
の
後
、
順
次
制
度
改
正
が
行
わ
れ
て

き
た
。

　

平
成
21
年
の
衆
議
院
選
挙
の
結
果
、
月
額

2
万
6
千
円
（
初
年
度
の
平
成
22
年
度
は
月

額
1
万
3
千
円
）
の
子
ど
も
手
当
創
設
を
掲

げ
た
民
主
党
が
政
権
与
党
と
な
り
、
子
ど
も

手
当
制
度
の
実
現
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
平
成
22
年
度
の
1
年
間
、

中
学
生
ま
で
の
子
ど
も
に
一
律
月
額
1
万
3

千
円
を
支
給
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
、
法

律
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
政
府
提
出
法
案

の
検
討
規
定
を
修
正
し
た
上
で
、成
立
し
た
。

　

な
お
、「
控
除
か
ら
手
当
へ
」
と
い
う
考

え
の
下
、
子
ど
も
手
当
創
設
と
あ
わ
せ
て
、

平
成
22
年
度
税
制
改
正
で
、
所
得
税
及
び
住

民
税
の
年
少
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
た
。（
所

得
税
は
平
成
23
年
か
ら
、
住
民
税
は
平
成
24

年
度
か
ら
施
行
。）

　

翌
年
度
は
、
政
府
内
や
地
方
団
体
と
の
議

論
を
踏
ま
え
、
平
成
23
年
度
の
1
年
間
、
3

歳
未
満
の
子
ど
も
は
月
額
2
万
円
、
3
歳
以

上
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も
は
月
額
1

万
3
千
円
を
支
給
す
る
こ
と
や
子
ど
も
の
国

内
居
住
要
件
の
創
設
や
保
育
料
の
手
当
か
ら

の
徴
収
な
ど
平
成
22
年
度
の
法
案
審
議
や
地

方
団
体
か
ら
の
要
請
を
踏
ま
え
た
改
善
事
項

を
盛
り
込
ん
だ
法
律
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生

や
ね
じ
れ
国
会
で
審
議
が
進
ま
な
い
状
況
を

踏
ま
え
、
平
成
22
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
を
平
成
23
年
9
月

ま
で
半
年
間
延
長
す
る
法
案
が
与
党
よ
り
議

員
立
法
で
提
出
さ
れ
、
参
議
院
で
は
賛
否
同

数
と
な
っ
た
が
、
議
長
裁
決
の
結
果
成
立
し

た
。（
政
府
案
は
撤
回
）

　

そ
の
後
、
平
成
23
年
10
月
以
降
の
制
度
に

つ
い
て
、
民
主
党
・
自
民
党
・
公
明
党
で
協

議
が
行
わ
れ
、
平
成
23
年
8
月
4
日
に
3
党

合
意
が
結
ば
れ
た
。
こ
の
合
意
に
よ
り
、
平

成
23
年
10
月
分
以
降
の
支
給
額
や
平
成
24
年

6
月
分
以
降
か
ら
所
得
制
限
を
設
け
る
こ

と
、
平
成
23
年
10
月
分
以
降
は
撤
回
さ
れ
た

政
府
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
子
ど
も
の
国
内
居

住
要
件
等
の
改
善
事
項
を
設
け
る
こ
と
、
法

形
式
と
し
て
は
、
平
成
23
年
度
後
半
は
特
別

措
置
法
で
対
応
す
る
と
と
も
に
、
平
成
24
年

度
以
降
は
児
童
手
当
法
改
正
法
に
よ
り
対
応

す
る
こ
と
な
ど
と
さ
れ
た
。[

参
考
1]

　

こ
の
3
党
合
意
に
基
づ
き
、
平
成
23
年
度

に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
政
府

案
の
と
お
り
成
立
し
た
。（
以
下
「
平
成
23

年
度
子
ど
も
手
当
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。）

⑵
改
正
法
の
成
立
ま
で

　

平
成
24
年
度
以
降
の
制
度
に
つ
い
て
、
平

成
23
年
8
月
の
3
党
合
意
で
は
、
手
当
や
法

律
の
名
称
、
所
得
制
限
世
帯
に
お
け
る
所
得

税
及
び
住
民
税
の
年
少
扶
養
控
除
の
廃
止
に

よ
る
減
収
に
対
す
る
必
要
な
税
制
上
又
は
財

政
上
の
措
置
、
扶
養
控
除
の
在
り
方
な
ど
に

つ
い
て
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

平
成
24
年
度
予
算
案
の
編
成
前
に
3
党
間
で

の
協
議
の
実
施
が
模
索
さ
れ
た
が
、
進
展
が

見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
平
成
24
年
度
以
降
の
国
と
地
方
の

費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
税

及
び
住
民
税
の
年
少
扶
養
控
除
廃
止
に
伴
う

地
方
増
収
分
の
取
扱
い
と
あ
わ
せ
て
、
国
と

地
方
の
協
議
の
場
に
お
い
て
協
議
が
行
わ
れ

た
。
当
初
、
厚
生
労
働
省
か
ら
、
地
方
増
収

分
を
手
当
の
地
方
負
担
に
充
て
る
こ
と
で
、

国
と
地
方
の
費
用
負
担
を
1
対
1
と
す
る
こ

と
を
提
案
し
た
が
、
地
方
団
体
か
ら
、
全
国

一
律
の
現
金
給
付
は
、
国
が
負
担
す
べ
き
と

の
強
い
意
見
が
あ
り
、
協
議
の
結
果
、
国
と

地
方
の
費
用
負
担
は
2
対
1
と
す
る
こ
と
と

し
、
残
余
の
地
方
増
収
分
は
、
子
ど
も
手
当

児童手当法の一部を改正する法律について

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課
児童手当管理室室長補佐 角園 太一

政策解説
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特
例
交
付
金
を
継
続
し
な
い
こ
と
や
、
国
民

健
康
保
険
の
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
見
直

し
な
ど
に
充
て
る
こ
と
と
で
、
協
議
が
調
っ

た
。[

参
考
2]

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
手
当
の
名
称

は
「
子
ど
も
の
た
め
の
手
当
」、
法
律
の
名

称
は
「
子
ど
も
の
た
め
の
手
当
の
支
給
に
関

す
る
法
律
」
と
し
、
所
得
制
限
の
対
象
者
に

つ
い
て
は
、
子
ど
も
一
人
当
た
り
一
律
月
額

5
千
円
の
子
ど
も
の
た
め
の
手
当
を
支
給
す

る
と
と
も
に
、
費
用
負
担
は
国
と
地
方
の
協

議
結
果
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
な
ど

を
内
容
と
す
る
、
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

　

国
会
提
出
後
、
民
主
党
・
自
民
党
・
公
明

党
の
3
党
で
修
正
協
議
が
行
わ
れ
、
平
成
24

年
3
月
15
日
に
、
政
府
案
の
修
正
に
つ
い
て

3
党
合
意
が
結
ば
れ
た
。

　

3
党
合
意
で
は
、「
次
代
の
社
会
を
担
う
児

童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
た
め
、
児
童
手

当
法
に
所
要
の
改
正
を
行
い
、
子
ど
も
手
当
制

度
の
支
給
対
象
等
も
参
考
と
し
つ
つ
、
支
給
対

象
年
齢
を
中
学
生
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
手

当
額
を
拡
充
す
る
な
ど
、
新
た
な
児
童
手
当
制

度
を
構
築
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
、具
体
的
に
は
、

手
当
の
名
称
は
「
児
童
手
当
」、
法
律
の
名
称

は
「
児
童
手
当
法
」
と
従
前
の
児
童
手
当
の
と

お
り
と
す
る
と
と
も
に
、
所
得
制
限
の
対
象
者

へ
の
支
給
は
当
分
の
間
の
特
例
給
付
と
し
て
、

附
則
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

子
育
て
支
援
に
係
る
財
政
上
又
は
税
制
上
の

措
置
等
に
つ
い
て
の
検
討
規
定
を
設
け
る
こ

と
と
さ
れ
た
。[

参
考
3]

参考１　子どもに対する手当の制度のあり方について

１　実施時期
　手当のあり方の見直しは、平成23年度10月（平成24年２
月支給分）から実施する（所得制限の導入は被災地の状況
を見定め平成24年度（６月分）から実施する。）。
｠２　所要額　　2.2 ～ 2.3兆円程度

３　具体的な支給額
　⑴一般世帯（非所得制限世帯）
　　０～３歳（一律） 15,000円（児童手当１万円）
　　３～ 12歳（第１子、第２子） 10,000円（児童手当５千円）
　　 　　　　（第３子以降） 15,000円（児童手当１万円）
　　中学生（一律） 10,000円（児童手当なし）
　⑵所得制限世帯
　 　所得制限世帯における所得税及び住民税の扶養控除
（所得控除）の廃止による減収に対する必要な税制上、財
政上の措置を検討し、平成24年度から所要の措置を講じ
るものとする。
｠４　所得制限
　所得制限の基準を、年収960万円程度（夫婦と児童二人世
帯）とする。

５　税制改正
　所得制限世帯も含めた扶養控除のあり方について、平成
24年度税制改正までに総合的に検討する。

６　法制上の措置
　平成24年度以降の子どものための現金給付については、
上記の支給額等を基にして、児童手当法に所要の改正を行
うことを基本とする。その際、地方等と十分に協議を行い、
その理解を得るよう努めるものとする。  
※ 地方との協議は、「国と地方の協議の場」において行う。

７　平成24年度からの恒久的な現金給付の仕組みへの円滑
な移行のための措置については、別添のとおりとする。
｠以上、確認する。

平成23年８月４日

民　主　党　幹事長
　　　　　　政策調査会長
自由民主党　幹事長
　　　　　　政務調査会長
公　明　党　幹事長
　　　　　　政務調査会長

（別添）
半年間の特別措置法案の骨子

１．題名
　平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措
置法案
｠
２．趣旨
　現下の子どもや子育て家庭をめぐる状況にかんがみ、平
成24年度からの恒久的な現金給付の仕組みに円滑に移行で
きるよう、平成23年度における子ども手当の支給等につい
て必要な事項を定めるものとする。

３．支給期間
　・平成23年10月分から平成24年３月分まで

４．支給額・費用負担
　・３歳未満、３歳～小学生（第３子以降）　：１万５千円
　・３際～小学生（第１子・第２子）、中学生：１万円
　・ 児童手当部分は児童手当と同様の負担割合、上積み部
分は全額国庫負担

５．その他
　・平成23年度子ども手当支給法に盛り込んだ事項を規定
　　※ 子どもの国内居住要件、未成年後見人、父母指定者、

同居優先、施設入所の子どもについて施設の設置者
等への支給、手当からの保育料の徴収等、市町村の
自由度の高い交付金の交付

６．施行時期・改正附則
　施行日：平成23年10月１日
　・ 平成24年度以降の子どものための現金給付について
は、この法律の手当額等に関する規定を基に、児童手
当法に所要の改正を行うことを基本とする。その際、
地方等と十分に協議を行い、その理解を得る努めるも
のとする。

　　※地方との協議は、「国と地方の協議の場」において行う。
　・ その際、所得制限については、平成24年６月分以降か
ら適用することとし、所得制限の基準、所得制限を超
える者に対する必要な税制上・財政上の措置等につい
て検討した上で、所要の措置を講ずる。
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こ
の
合
意
を
踏
ま
え
、
民
主
党
・
自
民
党
・

公
明
党
よ
り
政
府
案
に
対
す
る
修
正
案
が
提

出
さ
れ
、
政
府
案
は
修
正
の
上
、
3
月
30
日

に
成
立
、
翌
日
公
布
さ
れ
た
。

3
． 

改
正
法
及
び
改
正
法
に
よ
る
改
正
後

の
児
童
手
当
制
度
の
概
要[

参
考
4]

⑴
法
律
の
題
名
・
手
当
の
名
称

　

法
律
の
名
称
は
、「
児
童
手
当
法
」と
し
、

手
当
の
名
称
は
、「
児
童
手
当
」と
す
る
。（
改

正
法
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
の
と
お

り
。）

⑵
目
的

　
「
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
が
子
育
て
に
つ

い
て
の
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
と
い
う
基

本
認
識
の
下
に
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者

に
児
童
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家

庭
等
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や

か
な
成
長
に
資
す
る
こ
と
」を
目
的
と
す
る
。

⑶
支
給
対
象

　

支
給
対
象
と
な
る
児
童
を
中
学
校
修
了
前

の
児
童
（
15
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
ま
で
拡
大
す
る
。

　

平
成
23
年
度
子
ど
も
手
当
特
別
措
置
法
と

同
様
に
、
支
給
要
件
を
以
下
の
と
お
り
変
更

す
る
。

① 

児
童
に
は
、
国
内
居
住
要
件
を
設
け
、
留

学
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
留
学
を
い

う
。）
の
場
合
を
除
き
日
本
国
内
に
住
所

参考２　地方増収分（使途未定分）の取扱いについて

平成23年12月20日　「国と地方の協議の場」資料

１．平成24年度における取扱い
　①現金給付の地方負担　1,087億円
　　国：地方＝２：１（恒久化）
　　※所得制限超世帯への措置は月額5,000円を前提
　②子ども手当特例交付金　1,353億円
　　 平成22年度の子ども手当の創設に伴う負担の増大に対
応する地方特例交付金について、子ども手当から子ど
ものための手当への制度改正に伴い整理する。

　③減収補塡特例交付金　500億円
　　 平成24年度税制改正に伴い必要となる市町村の自動車
取得税交付金の減収の一部を補てんするための地方特
例交付金の措置を国費から地方の増収分に振り替える。

　④地方の自由度の拡大にあわせた一般財源化等　1,841億円
　　・ 子育て支援交付金（地方独自の子育て支援推進事業

等）（93億円）
　　・地域子育て創生事業（124億円）
　　・子ども手当事務取扱交付金（98億円）
　　・国民健康保険都道府県調整交付金（1,526億円）
　　　 　都道府県の調整機能の強化と市町村国保財政の共

同事業の拡大の円滑な推進等のため、国定率負担か
ら都道府県調整交付金へ移す（給付費等の２％分）。

　⑤ 平成24年度における暫定的対応として、特定疾患治療研
究事業の地方の超過負担の財源として活用　269億円

２．特定疾患治療研究事業に係る地方の超過負担について
は、その解消に平成24年度予算から取り組み、早期の解消
を目指す。

３．平成25年度以降の対応
　年少扶養控除の廃止等による地方増収であることに鑑
み、平成25年度に平年度化する地方増収（追加増収分：675
億円）及び１．⑤の暫定対応分は、平成24年度増収分に係
る対応に代えて、基金設置による国庫補助事業の財源に代
わる恒久的な財源として、子育て分野の現物サービスに活
用することとし、その具体的内容は今後検討する。

参考３　児童手当法の一部を改正する法律案の修正について

○ 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当
法に所要の改正を行い、子ども手当制度の支給対象等も参考と
しつつ、支給対象年齢を中学生まで拡大するとともに手当額を
拡充するなど、新たな児童手当制度を構築することとする。
○ このため、以下の内容に基づき、政府提出の児童手当法の一
部を改正する法律案の修正案を提出する。

１．手当の名称・題名
○ 手当の名称は、「児童手当」とし、法律の名称は「児童手当法」とする。

２．目的規定
○ 法律の目的規定については、「この法律は、父母その他の保護者
が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の
下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を
担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」とする。

３．子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等に関する検討規定
○ 子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等に関する検討規定
については、「政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又
は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当
法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及
び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、
その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置
を講ずるものとする。」とし、改正法の附則に規定を設ける。

４．所得制限基準額以上の者への支給
○ 所得制限基準額以上の者（施設入所等児童に係る部分等を除
く）への支給については、法律の本則上は支給しないことと
し、附則で、当分の間の特例給付として、児童一人当たり月
額５千円を支給することを規定する。
○ なお、当該給付の在り方について、「３．子育て支援に係る財
政上又は税制上の措置等に関する検討規定」による検討の結
果に基づき、必要な措置を講ずるものとし、改正法の附則に
所要の規定を設ける。
｠
５．その他
○ 依然として、平成23年度子ども手当特別措置法の子ども手当
の未申請者がいることを踏まえ、平成24年３月31日までとさ
れている遡及支給の特例措置等を平成24年９月30日まで延長
することとし、関係の法律について所要の規定を設ける。
○ この他、上記の合意内容に沿って、所要の技術的な修正を行う。
｠
以上、確認する。

平成24年３月15日｠
民　主　党　　政策調査会長｠
自由民主党　　政務調査会長｠｠
公　明　党　　政務調査会長

平成24年４月１日（所得制限は、平成24年６月分から適用）
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を
有
し
な
い
場
合
は
支
給
対
象
と
し
な
い
。

② 

児
童
養
護
施
設
等
に
入
所
等
し
て
い
る
児

童（
以
下「
施
設
入
所
等
児
童
」と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
児
童
養
護
施
設
の
設
置
者

等
を
支
給
対
象
と
す
る
。

　

※ 

平
成
24
年
6
月
1
日
か
ら
は
、
施
設
入

所
等
児
童
の
対
象
に
児
童
福
祉
法
第
27

条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
医
療
機

関
に
入
院
し
て
い
る
児
童
を
加
え
、
指

定
医
療
機
関
の
設
置
者
も
支
給
対
象
と

す
る
。
更
に
、
婦
人
保
護
施
設
等
に
入

所
す
る
施
設
入
所
等
児
童
か
ら
、
高
校

生
世
代
の
父
母
（
15
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
3
月
31
日
を
経
過
し
、
18

歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
3
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
父
母
を
い
う
。）
が

そ
の
子
と
同
じ
施
設
に
入
所
し
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
父
母
及
び
そ
の
子
を
除

く
こ
と
と
す
る
。

③ 

未
成
年
後
見
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）
を
父
母
と
同
様
の
要

件
（「
監
護
」
＋
「
生
計
同
一
」）
で
支
給

対
象
と
す
る
。

④ 

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
父
母
等
が

生
計
を
維
持
し
て
い
る
中
学
校
修
了
前
の

児
童
と
同
居
し
（
同
居
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。）、
そ
の
児
童

を
監
護
し
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
者
の
う

ち
、
そ
の
父
母
等
が
指
定
す
る
者
を
支
給

対
象
と
す
る
。

⑤ 

離
婚
し
、
又
は
離
婚
協
議
中
で
父
母
が
別

居
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
児
童
と
同

居
し
て
い
る
者
を
支
給
要
件
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。
一
方
で
、
単
身
赴
任
で
児
童

と
別
居
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
な
ど
別
居

後
も
父
母
が
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
場

合
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
児
童
の
生
計
を

維
持
す
る
程
度
が
高
い
者
を
支
給
要
件
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

　

  

所
得
制
限
は
、
給
与
所
得
者
と
専
業
主
婦

の
夫
婦
と
児
童
2
人
の
世
帯
で
年
収
9
6
0

万
円
（
所
得
7
3
6
万
円
）
を
基
準
に
設
定

し
、平
成
24
年
6
月
分
か
ら
適
用
す
る
。（
平

成
24
年
4
月
分
、
5
月
分
は
所
得
制
限
を
適

用
し
な
い
。）
な
お
、
施
設
の
設
置
者
等
及

び
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
に
は
所
得
制

限
は
適
用
し
な
い
。

⑷
支
給
額

　

支
給
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

・
3
歳
未
満　

月
額
1
万
5
千
円

・ 

3
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
（
第
1
子
・
第

2
子
）　

月
額
1
万
円

・ 

3
歳
以
上
小
学
校
修
了
前（
第
3
子
以
降
）　

月
額
1
万
5
千
円

　

※ 

法
人
未
成
年
後
見
人
及
び
施
設
入
所
等

児
童
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
律

1
万
円

・
中
学
生　

月
額
1
万
円

　

当
分
の
間
の
特
例
給
付
と
し
て
、
所
得
制

限
に
よ
り
児
童
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者
に

対
し
、
中
学
校
修
了
前
の
児
童
一
人
に
つ
き

月
額
5
千
円
を
支
給
す
る
。

⑸
費
用
負
担

　

国
と
地
方
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）
の
負

参考４　児童手当法の一部を改正する法律の概要

　この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している
者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長
に資することを目的とする。

平成24年４月１日（所得制限は、平成24年６月分から適用）

⑴児童手当の支給額
　①所得制限額未満である者  ②所得制限額以上である者
　　３歳未満 月額１万５千円 当分の間の特例給付（附則に規定） 月額５千円
　　３歳以上小学校修了前（第１子・第２子） 月額１万円
　　３歳以上小学校修了前（第３子以降） 月額１万５千円
　　中学生 月額１万円　　　　　　
　　※所得制限額は、960万円（夫婦・児童２人世帯）を基準に設定（政令で規定）し、平成24年６月分から適用する。
⑵費用負担　
　 　国と地方（都道府県・市町村）の負担割合を、２：１とし、被用者の３歳未満（所得制限額未満）については７／ 15を
事業主の負担とする。（公務員分については所属庁の負担とする。）
⑶平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ事項の規定
　・児童に対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く）
　・児童養護施設に入所している児童等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
　・保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする　等
⑷検討（改正法附則に規定）
　・ 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定す
る児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在
り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

　・この法律による改正後の当分の間の特例給付の在り方について、上記の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
⑸その他
　・ 平成24年３月31日までとなっている平成23年度子ども手当特別措置法の遡及支給の特例措置等を平成24年９月30日ま
で延長し、関係法律について所要の規定を設ける。

目　的

概　要

施　行　日
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担
割
合
は
2
対
1
と
し
、
被
用
者
（
所
得
制

限
額
未
満
）
に
係
る
費
用
（
3
歳
未
満
の
児

童
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の
15
分
の
7
を

事
業
主
の
負
担
と
す
る
。

　

公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
属
庁
の
負
担
と

す
る
。

⑹ 

平
成
23
年
度
子
ど
も
手
当
特
別
措
置
法
に

盛
り
込
ん
だ
事
項
の
規
定

　

児
童
に
対
す
る
国
内
居
住
要
件
の
創
設
や

児
童
養
護
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
児
童
に

つ
い
て
施
設
の
設
置
者
等
に
手
当
を
支
給
す

る
ほ
か
、
保
育
料
を
手
当
か
ら
直
接
徴
収
出

来
る
仕
組
み
、
学
校
給
食
費
等
を
本
人
の
同

意
に
よ
り
手
当
か
ら
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
仕
組
み
を
設
け
る
な
ど
、
平
成
23
年
度
子

ど
も
手
当
特
別
措
置
法
で
改
善
し
た
事
項
を

設
け
る
。

⑺
検
討

　

検
討
規
定
と
し
て
以
下
の
事
項
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

・ 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
子
育
て
支
援
に
係

る
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
等
に
つ
い

て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手

当
法
に
規
定
す
る
児
童
手
当
の
支
給
並
び

に
所
得
税
並
び
に
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
係
る
扶
養
控
除
の
廃
止
に
よ
る

影
響
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
在
り
方
を
含

め
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

・ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
当
分
の
間
の

特
例
給
付
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
上
記
の

結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

⑻
そ
の
他

　

平
成
24
年
3
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

た
、
平
成
23
年
度
子
ど
も
手
当
特
別
措
置
法

の
遡
及
支
給
の
特
例
措
置
等
を
同
年
9
月
30

日
ま
で
延
長
す
る
。

⑼
施
行
日

　

別
途
記
載
し
た
事
項
を
除
き
、
平
成
24
年

4
月
1
日
と
す
る
。
な
お
、
所
得
制
限
は
平

成
24
年
6
月
分
か
ら
適
用
す
る
。

4
．
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
説
明
の
と
お
り
、
子
育
て
に
係

る
経
済
的
支
援
施
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
22

年
度
の
子
ど
も
手
当
制
度
の
創
設
以
降
、
1

年
間
、
半
年
間
、
半
年
間
と
短
期
間
の
法
律

制
定
、
制
度
変
更
を
経
る
な
ど
、
地
方
公
共

団
体
に
は
、
度
重
な
る
シ
ス
テ
ム
改
修
、
住

民
へ
の
周
知
等
多
く
の
ご
負
担
を
い
た
だ
い

た
。[

参
考
5]

　

今
般
、
改
正
法
の
施
行
に
よ
り
、
平
成
24

年
4
月
1
日
よ
り
、
新
た
な
児
童
手
当
制
度

が
開
始
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
に
は
、
再
度
、

施
行
に
係
る
作
業
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る

が
、
恒
久
制
度
と
な
る
新
た
な
児
童
手
当
制

度
が
安
定
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
新
た
な

児
童
手
当
制
度
の
趣
旨
、
内
容
に
つ
い
て
ご

理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
引
き
続
き
ご
協

力
を
お
願
い
す
る
。

参考５　児童手当・子ども手当制度の比較

【0～3歳未満】 月額15,000円
【3歳～小学校修了】
第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
【中学生】 月額10,000円

・
【0～3歳未満】 月額10,000円
【3歳～小学校修了】
第1子・第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円
【中学生】 （支給せず）

■子どもの居住地

■施設入所の児童、里親
すべての児童について施設（設置者）へ支給

■両親の別居
児童と同居している親に支給

・親が監護している →親へ支給
・親がいない等 →支給されない

【0歳～中学生】
一律 月額13,000円

所得制限 有り
被用者：年収860万円
（専業主婦、児童二人世帯）
※扶養親族数により差がある。

所得制限無し

国外でも支給 留学を除き、支給しない

児童手当法
（～21年度）

子ども手当法
（22年４月～23年９月）

子ども手当特別措置法
（23年10月～24年３月）

児童の生活費を主に負担している親へ支給

国外でも支給（確認の厳格化）

・親が監護している →親へ支給
・親がいない等
→「安心子ども基金」から支給

※３党合意：年収960万円程度（夫婦・児童二人）

※３党合意：2.2～2.3兆円程度
＜給付総額：2.7兆円（23年度１次）＞＜給付総額：１兆円（21年度）＞

児童手当法
（24年度～）

（特別措置法 附則）
・平成24年６月分から所得制限を実施。
　・所得制限を超える者に税制上 ・財政
　　上の所要の措置を講じる。

所得制限 有り（24年６月分～）
年収960万円
（専業主婦、児童二人世帯）
※扶養親族数により差がある。

１．所得制限内
【0～3歳未満】 月額15,000円
【3歳～小学校修了】
第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
【中学生】 月額10,000円
２．所得制限超
※当分の間の特例給付（法附則）（24年6月分～）

月額 5,000円
＜給付総額：2.3兆円（Ｈ24年度）＞＜給付総額：2.6兆円（23年度３次）＞

※特措法の影響は４ヶ月分（23年度）

①保育料の特別徴収、②学校給食費等の本人同意による充当

地域独自の子育て支援交付金の創設 一般財源化等に伴い、規定を設けない

※子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等
に関する検討規定（改正法附則）

支給対象となる児童 支給額

所得制限

手当を必要とする児童に届く改善

地域の実情に対応するための措置
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ち
約
7
割
を
山
林
面
積
が
占
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
人
口
は
平
成
24
年
3
月
末
で

5
、
0
3
0
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

出
雲
崎
は
日
本
海
に
面
し
た
海
岸
地
区

と
内
陸
部
の
駅
前
地
区
に
大
別
で
き
、
海

岸
地
区
は
、
江
戸
時
代
に
佐
渡
か
ら
の
金

銀
荷
揚
げ
の
地
と
し
て
栄
え
、
越
後
で
は

最
初
の
「
天
領
」
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
越
後
経
済
の
中
心
地
と
し
て
栄

え
、
今
で
も
そ
の
名
残
り
と
し
て
「
妻
入

り
の
街
並
み
」
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
生
涯
に
お
い
て
寺
を
構
え
ず
無
一
物

に
徹
し
、清
貧
の
思
想
を
貫
い
た
聖
僧「
良

寛
」も
こ
の
地
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
方
、

駅
前
地
区
は
、
南
北
朝
時
代
の
古
戦
場
や

戦
国
時
代
の
城
址
な
ど
の
史
跡
が
残
さ
れ

て
お
り
、
戦
前
は
教
育
の
村
と
し
て
先
人

の
功
績
も
大
き
く
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。町

の
産
業
構
造
は
、第
1
次
産
業
で
は
、

は
じ
め
に

出
雲
崎
町
は
、
新
潟
県
の
ほ
ぼ
中
央
に

位
置
し
、
南
東
部
を
長
岡
市
、
南
西
部
を

柏
崎
市
に
接
し
、
北
西
部
は
約
9
㎞
に
お

よ
ぶ
海
岸
線
を
有
し
、
佐
渡
と
相
対
し
て

い
ま
す
。

町
の
面
積
は
、
44
・
38
㎢
で
、
こ
の
う

現地レポート

町村独自のまちづくり出雲崎町

Ｎ

・

新潟県

出雲崎町新潟県
  い ず も　　　ざき　　 まち

ど
ら
ま
ち
っ
く
日
本
海
、

良
寛
さ
ん
の
心
の
町

〜 

恵
ま
れ
た
自
然
と
歴
史
の
な
か
で

　

安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
〜
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農
業
と
漁
業
が
中
心
で
、
農
業
で
は
、
稲

作
と
酪
農
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
第
2

種
兼
業
農
家
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て

い
ま
す
。
ま
た
、
漁
業
は
過
去
5
年
間
の

平
均
で
年
間
2
億
2
、
0
0
0
万
円
程
の

漁
獲
高
を
あ
げ
て
お
り
、
県
の
中
核
漁
業

基
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
第
2
次
産
業
で

は
、就
業
者
30
人
以
下
の
製
造
業
が
多
く
、

第
3
次
産
業
は
一
部
を
除
い
て
事
業
規
模

は
小
さ
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
産
業
別
就

業
者
の
割
合
は
、
現
在
で
は
、
5
割
以
上

が
第
3
次
産
業
へ
の
就
業
者
と
な
っ
て
い

ま
す
。

当
町
は
、
昭
和
32
年
に
内
陸
部
の
西
越

村
と
海
岸
地
区
の
出
雲
崎
町
が
合
併
し
、

新
生
出
雲
崎
町
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
15
年
7
月
に
合
併
協
議
会

（
法
定
）
を
立
上
げ
、
合
併
の
道
を
模
索

し
ま
し
た
が
、
翌
年
11
月
に
協
議
を
終
了

し
、
当
面
は
、
自
立
の
道
を
歩
む
こ
と
に

な
り
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
口
減
少
は
深
刻
な

課
題
で
あ
り
、昭
和
の
合
併
当
時
は
1
2
、

0
0
0
人
だ
っ
た
人
口
が
、現
在
で
は
5
、

0
0
0
人
ほ
ど
と
な
り
、
高
齢
化
率
は
、

36
・
2
％
と
な
っ
て
い
る
過
疎
地
域
で

す
。

魅
力
あ
ふ
れ
る
出
雲
崎
の
歴
史
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
に

か
つ
て
越
後
の
海
岸
線
に
沿
っ
て
東
西

に
伸
び
、
佐
渡
か
ら
江
戸
へ
と
金
銀
が
運

ば
れ
た
「
北
国
（
ほ
っ
こ
く
）
街
道
」
は
、

江
戸
時
代
、
東
海
道
や
中
山
道
に
次
ぐ
重

要
な
街
道
と
し
て
宿
場
町
が
多
数
点
在
し

て
い
ま
し
た
。

と
り
わ
け
江
戸
幕
府
の
直
轄
地「
天
領
」

で
あ
っ
た
出
雲
崎
は
そ
の
要
所
と
し
て
大

変
な
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
ま
し
た
。
こ
の
当

時
の
税
金
は
間
口
の
広
さ
で
取
っ
て
い
た

た
め
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
長
い
「
妻

入
り
」
の
街
並
み
が
日
本
一
の
長
さ
に

渡
っ
て
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

町
で
は
、
こ
の
妻
入
り
の
街
並
み
を
保

存
す
る
た
め
、
妻
入
り
の
形
状
の
建
築
物

の
増
改
築
や
新
築
に
助
成
金
を
出
す
な
ど

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
62
年
か
ら
東
京
藝
術
大
学

日
本
画
科
の
大
学
院
生
・
院
卒
業
生
か
ら

毎
年
出
雲
崎
町
に
来
て
い
た
だ
き
「
街
並

み
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
合
宿
活
動
」と
し
て
、

街
並
み
の
ス
ケ
ッ
チ
画
を
描
い
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
画
は
昨
年

ま
で
で
3
4
6
点
を
数
え
、
町
の
宝
と

な
っ
て
い
ま
す
。

観
光
資
源
を
活
用
し
て
全
国
に
向

け
て
情
報
発
信

出
雲
崎
は
平
成
16
年
の
新
潟
・
福
島
豪

雨
、
中
越
大
震
災
、
平
成
19
年
の
中
越
沖

地
震
と
立
て
続
け
に
災
害
に
見
舞
わ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復

興
に
奮
闘
す
る
な
か
、
演
歌
歌
手
ジ
ェ
ロ

さ
ん
の
デ
ビ
ュ
ー
曲
「
海
雪
」
が
大
ヒ
ッ

ト
し
、出
雲
崎
の
名
が
全
国
的
に
広
ま
り
、

出
雲
崎
を
元
気
づ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
が
縁
で
、
平
成
21
年
に
ジ
ェ
ロ
さ

ん
か
ら
町
の
観
光
大
使
に
就
任
し
て
い
た

だ
き
、
現
在
も
出
雲
崎
を
全
国
に
Ｐ
Ｒ
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
お
け
さ
」
源
流
の
地
と
言
わ

△

妻
入
り
の
街
並
み

△

街
並
み
ス
ケ
ッ
チ
画
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れ
て
い
る
出
雲
崎
で
古
く
か
ら
唄
わ
れ
て

い
る
民
謡
「
出
雲
崎
お
け
さ
」
を
全
国
に

広
め
る
た
め
、
民
謡
歌
手
剣
持
雄
介
さ
ん

か
ら
「
出
雲
崎
お
け
さ
大
使
」
に
就
任
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ロ
さ
ん
や
剣
持
雄
介
さ
ん
か
ら
は

町
で
開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
出
演
し
て
い

た
だ
い
て
お
り
、
多
く
の
観
光
客
な
ど
か

ら
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
町
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
と

な
る
道
の
駅
「
越
後
出
雲
崎
天
領
の
里
」

に
あ
る
「
夕
凪
の
橋
」
か
ら
は
、
世
界
一

大
き
い
と
い
わ
れ
る
夕
日
を
見
る
こ
と
が

で
き
、
こ
の
橋
の
欄
干
に
鎖
を
結
び
鍵
を

か
け
る
と
恋
が
成
就
す
る
と
い
わ
れ
、
い

つ
し
か
「
恋
人
た
ち
の
橋
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
口
減
少
に
歯
止
め
を

―
定
住
促
進
に
向
け
て
の
施
策

町
で
は
人
口
増
加
・
定
住
促
進
の
た
め
、

昨
年
、
若
者
向
け
の
町
営
住
宅
を
建
築
し

ま
し
た
。

こ
の
町
営
住
宅
は
、
新
築
の
3
Ｌ
Ｄ
Ｋ

一
戸
建
て
3
棟
で
、
入
居
条
件
を
「
定
住

す
る
意
思
を
持
っ
て
転
入
す
る
者
」で「
申

込
者
が
40
歳
未
満
か
つ
40
歳
未
満
の
配
偶

者
が
同
居
す
る
者
」
ま
た
は
「
配
偶
者
と

中
学
生
以
下
の
子
が
同
居
す
る
こ
と
」
な

ど
と
し
ま
し
た
。
家
賃
は
月
額
4
万
円
に

抑
え
、
さ
ら
に
扶
養
す
る
子
が
1
人
い
る

と
5
千
円
、
2
人
で
は
1
万
円
、
3
人
以

上
で
は
1
万
5
千
円
を
減
額
す
る
こ
と

で
、
子
ど
も
の
い
る
世
帯
が
入
居
し
や
す

い
設
定
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
将
来
こ
の

住
宅
を
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
、
定
住
し

て
い
た
だ
く
た
め
の
支
援
と
し
て
、
入
居

か
ら
10
年
以
内
に
購
入
さ
れ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ま
で
納
め
た
家
賃
の
一
部
を
購

入
費
に
充
て
る
も
の
と
し
て
、
最
高
1
5

0
万
円
の
支
援
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
こ
の
住
宅
の
募
集
に
は
周
辺

市
町
村
や
、
県
外
か
ら
も
応
募
が
あ
り
、

申
込
者
が
募
集
数
を
大
き
く
上
回
っ
た
た

め
、
応
募
者
の
な
か
か
ら
3
世
帯
を
決
定

し
ま
し
た
。

町
で
は
、
今
回
の
町
営
住
宅
の
評
判
・

効
果
等
を
検
証
し
な
が
ら
今
後
の
町
営
住

宅
の
建
設
を
行
い
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。お

わ
り
に

こ
こ
ま
で
町
の
取
組
み
を
紹
介
し
ま
し

た
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
、
出
雲
崎
町

の
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
で
き
た
で
し
ょ
う

か
。町

で
は
、
人
口
減
の
歯
止
め
、
定
住
人

口
の
増
加
を
目
標
と
し
、
町
民
の
方
か
ら

は
、
町
の
文
化
や
歴
史
を
理
解
し
関
心
を

持
っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
地
域
文
化
の

振
興
を
通
じ
て
町
の
良
さ
を
理
解
し
て
い

た
だ
き
、
町
外
の
方
に
対
し
て
は
、
ま
ず

は
、
町
の
名
前
を
覚
え
て
い
た
だ
き
、
次

に
訪
れ
、
感
じ
て
も
ら
い
、
最
終
的
に
は

住
ん
で
も
ら
う
と
い
う
施
策
を
展
開
し
、

恵
ま
れ
た
自
然
と
歴
史
の
中
で
「
安
全
・

安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
出
雲
崎
町
総
務
課
企
画
係
）

△

 

毎
年
開
催
さ
れ
る
「
出
雲
崎
お
け
さ
」の
全
国

大
会

△

イ
ベ
ン
ト
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た

　「
夕
凪
の
橋
」

△

若
者
向
け
町
営
住
宅
の
見
学
会
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『
都
市
問
題
』
公
開
講
座
は
、
公
益
財
団

法
人
後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所

（
旧
・
財
団
法
人
東
京
市
政
調
査
会
）
の
発

行
す
る
月
刊
誌
『
都
市
問
題
』
の
特
集
な
ど

か
ら
時
宜
に
適
っ
た
テ
ー
マ
を
選
び
開
催
し

て
い
ま
す
。

第
32
回
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
に
よ
り
、「
ど

う
処
理
す
る
、
震
災
廃
棄
物
」
を
テ
ー
マ
と

し
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
多
数
の
方
々
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
開
催
趣
旨
】

2
0
1
1
年
3
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災

に
よ
っ
て
、
被
災
地
に
積
み
上
が
っ
た
「
震

災
廃
棄
物
」。
そ
の
圧
倒
的
な
物
量
も
さ
る

事
な
が
ら
、
ア
ス
ベ
ス
ト
・
Ｐ
Ｃ
Ｂ
な
ど
の

有
害
物
質
お
よ
び
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ

り
飛
散
し
た
放
射
性
物
質
の
混
入
・
付
着
が
、

そ
の
処
理
を
極
め
て
困
難
な
も
の
に
し
て
い

る
。
政
府
は
、
広
域
処
理
の
方
針
を
前
面
に

打
ち
出
し
、
2
0
1
3
年
度
末
ま
で
の
処
理

完
了
を
目
指
す
が
、
先
行
き
は
不
透
明
で
あ

る
。
本
講
座
で
は
、
被
災
地
の
「
復
興
」
の

た
め
に
避
け
て
通
れ
な
い
震
災
廃
棄
物
の
処

理
を
い
か
に
進
め
て
い
く
べ
き
か
、
そ
の
方

策
に
つ
い
て
考
え
る
。

1
、
日
　
時

2
0
1
2
年
6
月
9
日
（
土
）

13
：
30
〜
16
：
30

2
、
場
　
所

日
本
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー　

10
階
ホ
ー
ル

（
〒
1
0
0

－

0
0
1
1
東
京
都
千
代
田
区

内
幸
町
2

－

2

－

1
）

3
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

〈
基
調
講
演
〉

山
本　

正
徳
氏
（
宮
古
市
長
）

〈
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉

池
田
こ
み
ち
氏（
環
境
総
合
研
究
所
副
所
長
）

木
村　

尊
彦
氏
（
東
京
都
環
境
局
廃
棄
物
対

策
部
長
）

森
口　

祐
一
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系

研
究
科
教
授
）

谷
田
部
雅
嗣
氏
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
）

新
藤　

宗
幸
氏
（
後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都

市
研
究
所
研
究
担
当
常
務
理
事
）〈
司
会
〉

4
、
参
加
費
：
無
料

5
、
参
加
申
込
み

後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w
.tim
r.or.jp)

か
ら

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

6
、
申
込
み
期
限

2
0
1
2
年
6
月
6
日
（
水
）

※ 

満
席
と
な
り
し
だ
い
受
付
を
終
了
し
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所　

研
究
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
0
3

－

3
5
9
1

－

1
2
6
1

ど
う
処
理
す
る
、震
災
廃
棄
物

ど
う
処
理
す
る
、震
災
廃
棄
物

（
公
財
）後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所

（
公
財
）後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所

（
公
財
）後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市
研
究
所

第
32
回『
都
市
問
題
』公
開
講
座

ど
う
処
理
す
る
、震
災
廃
棄
物
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随 想

随
想

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
生
誕
5
0

0
周
年
を
記
念
し
て
、
6
年
前
か
ら
ザ
ビ

エ
ル
の
道
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

コ
ー
ス
は
ザ
ビ
エ
ル
浜
コ
ー
ス
5
㎞
、

ザ
ビ
エ
ル
フ
ル
コ
ー
ス
10
㎞
、
周
回
健
脚

コ
ー
ス
20
㎞
な
ど
で
す
が
、
当
初
か
ら
多

く
の
参
加
者
を
得
て
盛
会
の
う
ち
に
実
施

し
て
い
ま
す
。

西
暦
1
5
5
1
年
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教

師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
は
、
府
内

（
大
分
）
の
大
友
宗
麟
の
招
き
で
、
山
口

か
ら
豊
前
街
道
、
背
後
地
の
西
鹿
鳴
越
道

を
経
て
当
時
の
日
出
郷
に
至
り
、
別
府
湾

日
出
の
浜
よ
り
府
内
に
入
っ
た
こ
と
に
機

縁
し
て
の
大
会
で
す
。

地
元
で
は
、
こ
の
道
を
古
く
か
ら
ザ
ビ

エ
ル
の
道
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
勾
配

の
険
し
い
狭
い
山
道
な
が
ら
、
頻
繁
に
人

や
産
品
の
往
来
す
る
重
要
な
道
で
し
た
。

明
治
以
降
、
道
路
整
備
が
進
み
、
こ
の
山

道
は
使
わ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
、
古
木
が
倒

壊
・
荒
廃
し
て
道
な
き
道
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
生
誕
祭
を
控
え
て
、
多
く
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
の
力
を
借
り
て
整
備

を
進
め
、
聖
人
の
歩
い
た
歴
史
あ
る
道
と

し
て
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

参
加
さ
れ
る
皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

体
力
に
合
わ
せ
て
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し

む
と
と
も
に
、
各
コ
ー
ス
で
古
き
歴
史
を

感
じ
な
が
ら
、
別
府
湾
、
周
辺
連
山
の
素

晴
ら
し
い
景
観
を
堪
能
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
こ
の
道
は
、
素
晴
ら
し
い
自
然
や
景

観
が
評
価
さ
れ
、「
美
し
い
日
本
の
歩
き

た
く
な
る
道
5
0
0
選
」
に
入
り
、
ま
た

県
内
で
も
「
お
お
い
た
遺
産
」
に
選
ば
れ

る
な
ど
、
日
出
町
の
主
要
な
観
光
地
と
し

て
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す
。

う
れ
し
い
こ
と
に
こ
の
大
会
を
始
め
て

間
も
な
く
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
ロ
ー
マ
本

部
か
ら
日
出
町
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
町
内
に
あ
る

ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
に
ロ
ー
マ
本
部
か
ら

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
聖
遺
物
が

贈
ら
れ
、
院
内
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
日
出
町
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関

係
し
て
ザ
ビ
エ
ル
の
道
や
修
道
院
の
ほ
か

に
も
、
日
出
藩
木
下
家
家
老
の
加
賀
山
半

左
衛
門
と
そ
の
子
デ
ィ
エ
ゴ
が
江
戸
時
代

に
処
刑
さ
れ
、
福
者
に
列
せ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
最
近
、
日
出
殉
教
公
園
が
整
備
さ

れ
、
ミ
サ
な
ど
の
行
事
が
行
わ
れ
る
中
、

多
く
の
人
た
ち
が
来
訪
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
日
出
町
で
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
協
会
が
結
成
さ
れ
、「
美
し

い
日
本
の
歩
き
た
く
な
る
道
」、「
日
出
町

歴
史
・
史
跡
の
道
」、「
ザ
ビ
エ
ル
の
歩
い

た
道
」、「
日
出
湾
・
別
府
湾
展
望
の
道
」、

「
極
楽
行
き
パ
ス
ポ
ー
ト
取
得
の
道
」
な

ど
多
彩
な
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
設
定

さ
れ
、
自
然
、
史
跡
、
歴
史
的
建
造
物
、

神
社
仏
閣
、農
水
産
物
、湧
水
、景
観
な
ど

点
在
す
る
ス
ポ
ッ
ト
を
結
ん
で
い
ま
す
。

別
府
市
と
隣
接
す
る
日
出
町
の
海
岸
線

は
、
25
㎞
の
延
長
が
あ
り
、
ま
ず
眺
望
で

評
価
の
高
い
ホ
テ
ル
を
目
に
し
な
が
ら
、

島
山
公
園
付
近
を
起
点
に
大
分
市
、
別
府

市
を
遠
景
に
望
む
海
浜
ロ
ー
ド
が
3
㎞
に

わ
た
っ
て
続
き
ま
す
。
そ
の
間
に
俳
人
高

浜
虚
子
の
記
念
句
碑
、
戦
艦
空
母
海
鷹
の

乗
組
員
の
記
念
碑
、
瀧
廉
太
郎
胸
像
等
の

あ
る
日
出
城
址
と
そ
の
周
辺
、
そ
し
て
城

下
カ
レ
イ
料
理
と
庭
園
で
有
名
な
的
山
荘

が
続
き
ま
す
。

こ
の
遊
歩
道
は
、
自
動
車
の
往
来
も
な

く
安
全
、
そ
し
て
海
、
山
の
景
観
の
素
晴

ら
し
さ
は
抜
群
で
、
日
出
町
が
誇
る
第
一

級
の
財
産
で
す
。

歴
史
遺
産
を
顕
彰
し
な
が
ら
始
ま
っ
た

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大
会
で
す
が
、
風
光
明
媚

な
別
府
湾
を
望
み
な
が
ら
癒
し
や
健
康
保

持
の
た
め
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
設
定

で
、
日
出
町
に
お
け
る
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
文

化
の
形
成
は
着
実
に
実
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。自

ら
の
健
康
は
自
ら
維
持
、
管
理
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
健
康

づ
く
り
の
主
役
で
あ
り
、
生
活
環
境
が
ま

さ
に
健
康
づ
く
り
の
場
と
い
え
ま
す
。

年
々
医
療
費
な
ど
が
増
加
す
る
中
で
、

個
人
、
家
庭
、
職
場
、
公
共
の
場
で
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
着
目
し
な
が
ら
、
日
頃

の
生
活
習
慣
を
改
善
し
、
皆
さ
ん
が
進
ん

で
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
、

さ
ら
な
る
支
援
や
環
境
の
整
備
で
、
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
文
化
の
醸
成
に
努
め
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

工く

藤ど
う

　
義よ

し

見み

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
文
化
の
醸
成

大
分
県
日ひ

出じ

町
長
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